
熊 本 県 森 林 審 議 会  

会 議 次 第 

 

 

日 時 令和４年（2022 年）１１月２９日（火） 

14：30～16：00 

場 所 熊本県庁本館５階 審議会室 

 

１ 開  会 

 

２ 農林水産部長挨拶 

 

３ 会長挨拶 

 

４ 議  事 

（１）諮問事項（14：40～15：40） 

ア 球磨川地域森林計画（案）について 

イ 地域森林計画変更計画（案）について 

（白川・菊池川、緑川及び天草森林計画区の地域森林計画） 

 

（２）報告事項（15：40～16：00） 

森林審議会（森林保全部会）の知事への答申結果について 

 

５ 閉  会 

  



熊本県森林審議会委員名簿 

任期：令和 3 年（2021 年）10 月 19 日から令和 5年（2023 年）10 月 18 日まで 

   
五十音順 

区分 氏名 ふりがな 職業等 

建築関係 入江 美由紀 
いりえ 

みゆき 

フジモトミユキ設計室 代表 

一級建築士 

大学関係 副島 顕子 
そえじま 

あきこ 

熊本大学大学院先端科学研究部 

理学専攻生物科学 教授 

林業関係団体 高見 睦代 
たかみ 

むつよ 
長迫木材有限会社 代表取締役 

金融機関 井上 訓行 
いのうえ 

のりゆき 

日本政策金融公庫 熊本支店 

支店長兼農林水産事業統轄 

試験研究機関 塔村 真一郎 
とうむら 

しんいちろう 

国立研究開発法人 森林研究・整備機構 

森林総合研究所 九州支所長 

市町村 中嶽 弘継 
なかたけ 

ひろつぐ 
水上村長 

林業者 野中 優佳 
のなか 

ゆか 

林業家・熊本県林業研究グループ 

連絡協議会女性部代表 

林業関係団体 三原 義之 
みはら 

よしゆき 

熊本県森林組合連合会 

代表理事専務 

県民代表 宮園 由紀代 
みやぞの 

ゆきよ 
熊本消費者協会 副会長 

国の機関 山根 則彦 
やまね 

のりひこ 

林野庁 九州森林管理局 

計画保全部長 
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森林計画制度の概要 

 

１ 森林計画制度の体系 
 

無秩序な森林の伐採や開発は、森林の荒廃を招き、山崩れや風水害による災害を

発生させる原因となり、また無計画な伐採は森林資源を減少させ、林産物供給の面

でも大きな混乱をきたすおそれがあります。しかも、森林の造成には長期の年月を

要することから、一旦このような状態になってから森林の機能の回復を図ることは

容易でなく、国民経済に大きな影響を及ぼします。 

そのため、長期的な視点に立った計画的かつ適切な森林の取扱いを推進すること

が必要であることから、森林法において森林計画制度を定めています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全国森林計画の計画量(15 年間)】 

区分 
全国森林計画 

の計画量 

左記の内、

熊本県への 

計画割振量 

伐採 

立木 

材積 

主伐 39,345万㎥ 1,810万㎥ 

間伐 44,078万㎥ 1,555万㎥ 

計 83,423万㎥ 3,365万㎥ 

造林 

面積 

人工造林 1,020千ha 43.3千ha 

天然更新 571千ha 9.5千ha 

林道開設量 12.3千km 0.4千km 

保安林面積 13,010.4千ha 127.3千ha 

間伐面積 6,774千ha 181千ha 

③ 国有林の地域別の森林計画 

全国森林計画に即して、森林管理

局長がたてる国有林の森林整備、保

全の方向を示す計画 
・５年ごとに１０年を一期とする計画 

⑥ 森林経営計画 
市町村森林整備計画に適合して、森林所有

者又は森林経営の委託を受けた者が自発的に

作成する伐採・造林等の実施に関する計画 

・５年を一期とする計画  

⑤ 市町村森林整備計画 
地域森林計画に適合して、市町村長がたて

る市町村が講ずる森林施策の方向を示す計画 

・森林所有者等が行う伐採、造林の指針等 

・５年ごとに１０年を一期とする計画 

② 全国森林計画 
森林法に基づき、森林・林業基本計画に即して、農林水産大臣がたてる国の森林関連政策の

方向を示す計画（５年ごとに１５年を一期とする計画） 

① 森林・林業基本計画 
森林・林業基本法に基づき、政府がたてる森林・林業の施策の方向を示す計画 

 

民有林 国有林 

④ 地域森林計画 
全国森林計画に即して、都道府県知事がたて

る森林整備、保全の方向を示す計画 

・伐採、造林、林道の整備の目標等 

・市町村森林整備計画の指針 

・５年ごとに１０年を一期とする計画 
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２ 地域森林計画 
 

都道府県知事が「全国森林計画」に即して、森林計画区別（熊本県は４計画区）

に、その森林計画区に係る民有林につき、５年ごとに１０年を一期としてたてる計

画であり、地域の特性に応じた森林整備及び保全の目標等を明らかにするととも

に、「市町村森林整備計画」の指針となるものです。 

主な計画事項は、森林の整備及び保全に関する基本的な事項、森林の立木竹の伐

採に関する事項、造林に関する事項、間伐及び保育に関する事項、公益的機能別施

業森林等の整備に関する事項、林道等の開設その他林産物の搬出に関する事項、森

林施業の合理化に関する事項、森林の保全に関する事項です。 

 

【森 林 法】 

 

   （地域森林計画） 

第五条 都道府県知事は、全国森林計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有

林（その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、

森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。）につき、五年ごとに、そ

の計画をたてる年の翌年四月一日以降十年を一期とする地域森林計画をたてなければならな

い。 

２ 地域森林計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

 一 その対象とする森林の区域 

 二 森林の有する機能別の森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基

本的な事項 

 三 伐採立木材積その他森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く。） 

 四 造林面積その他造林に関する事項 

 五 間伐立木材積その他間伐及び保育に関する事項 

 六 公益的機能別施業森林の区域（以下「公益的機能別施業森林区域」という。）の基準その

他公益的機能別施業森林の整備に関する事項 

 七 林道の開設及び改良に関する計画、搬出方法を特定する必要のある森林の所在及びその

搬出方法その他林産物の搬出に関する事項 

 八 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施、森林施業の共同化その他森林施業の合理

化に関する事項 

 九 鳥獣害を防止するための措置を実施すべき森林の区域（以下「鳥獣害防止森林区域」とい

う。）の基準その他の鳥獣害の防止に関する事項 

 十 森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関する事項（前号に掲げる事項を除

く。） 

 十一 樹根及び表土の保全その他森林の土地の保全に関する事項 

 十二 保安林の整備、第四十一条の保安施設事業に関する計画その他保安施設に関する事   

項 

３ 地域森林計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、森林の整備及び保全のために必要

な事項を定めるよう努めるものとする。 

４ 第四条第三項の規定は、地域森林計画に準用する。 

５ 都道府県知事は、森林の現況、経済事情等に変動があつたため必要と認めるときは、地域森

林計画を変更することができる。 



3 
 

３ 熊本県における森林計画区の概要 
 

計画区 対 象 地 域 
計画対象民有林 

面積(ha) 

(R5.4.1) 

計画期間 

（年度） 

計画策定年度 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 

白川・ 
菊池川 

熊本、玉名、鹿本、
菊池、阿蘇 

114,559.58 R2～R11 ● □ ◇ □ □ ● 

緑 川 宇城、上益城 54,608.00 R1～R10 □ □ ◇ □ ● □ 

球磨川 八代、芦北、球磨 170,738.20 R5～R14 □ □ ◇ ● □ □ 

天 草 天草 56,866.83 R3～R12 □ ● ◇ □ □ □ 

計  396,812.61   

●樹立  ◇一斉変更  □変更（必要に応じて変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊本市

荒尾市

玉名市

南関町

長洲町

和
水
町

菊池市

大津町

菊陽町

合志市

南小国町

小国町

産山村

高森町
西原村

御船町

嘉島町

益城町

甲佐町
山都町

宇城市

宇土市

八代市

芦北町

津奈木町

水俣市
人吉市 錦町

あさぎり町 多良木町

湯前町

水上村

相良村

五木村

山江村

球磨村

天草市

上
天
草
市苓北町

山鹿市

阿蘇市

南阿蘇村

美里町

玉
東
町

氷
川
町

白川・菊池川計画区

緑川計画区

球磨川計画区

天草計画区

宮崎県

大分県
福岡県

鹿児島県

森林計画区位置図



資料２

熊本県農林水産部森林局森林整備課
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○ 森林面積は約46万haであり、民有林人工林率は61％。全国の45％と比較し人工林率が高い。

○ 木材生産額は全国第４位、ヒノキ素材生産量は全国第３位で有数の林業県。

熊本県の森林・林業の現況

１

単位 全国 九州・沖縄 熊本
全国に
おける
順位

森林面積 （H28) 万ha 2,505 277 46 18

民有林面積 （ 〃 ) 〃 1,739 223 40 18

民有林人工林面積 （ 〃 ) 〃 790 118 24 7

民有林人工林率 （ 〃 ) ％ 45 53 61 10

木材生産額 (R2) 千万円 19,437 5,119 1,142 4

民有林造林面積 （R1) ha 22,790 5,261 979 5

　　うちスギ造林面積 （ 〃 ) 〃 7,188 4,288 761 3

　　うちヒノキ造林面積 （ 〃 ) 〃 1,821 205 101 7

素材生産量 （R3) 千㎥ 21,847 5,444 938 7

　　うちスギ素材生産量 （ 〃 ) 〃 12,917 4,538 686 6

　　うちヒノキ素材生産量 （ 〃 ) 〃 3,079 731 220 3

製材用素材生産量 （ 〃 ) 〃 12,861 4,420 752 4

区分



原木・製品価格の推移

○ 昨年から続くウッドショックやロシア材の輸入禁止の影響により、令和３年度以降、原木、
製品価格が高騰。

○ 原木、製品価格とも、令和３年は、令和２年と比較し2～3倍に高騰。一時、原木は、ヒノキ
35,000円、スギ23,500円、製品で、ヒノキＫＤ120,000円、スギＫＤ130,000円で取引され、
その後も高止まり。

3.5万円
12万円

1.3万円

4.5万円
1.1万円

2.4万円

6万円

13万円

（年） （年）

２



皆伐と再造林の推移
○ 本県の人工林の約８割が本格的な利用期を迎え、また、ウッドショック等により国産材への
需要の高まりを受け、皆伐面積は増加傾向。

○ 伐採後の再造林面積は、森林所有者の林業経営意欲の低下や林業担い手不足等から、年間約
750ｈａ前後、再造林率４割程度で推移。

○ 令和４年度は、再造林対策を強化したことにより、1,050ｈａの再造林面積が見込まれる。

（予定）
３



林業従事者の推移

○ 林業従事者は長期的には減少傾向にあるものの、地球温暖化など環境問題への関心の高まり
や、ライフスタイルの変化等によりの39歳以下の従事者の割合は増加傾向。

○ 「くまもと林業大学校」で林業に必要な技術と現場力を身に着けた人材が県内の林業事業体
で即戦力として活躍。

資料：熊本県内の認定事業体と熊本県版育成経営体の従事者を集計

「くまもと林業大学校」

入学式

現地実習

現地実習

４



五木村 端海野

球磨川森林計画区の概況

５



球磨川森林計画区の現状
○ 本計画区は、八代地域、芦北地域、球磨地域の15市町村からなる区域。

○ 国有林と民有林合わせた森林面積は、県全体の45％を占める。

６



○ 国有林と民有林を合わせた林野率は約８割であり、県平均の６割を大きく上回る。

○ 民有林の林種別構成は、人工林が約７割、天然林が約３割。

森林面積と林種別構成

※その他：竹林、無立木地、更新困難地等

※

７



スギ林

ヒノキ林

人工林の樹種別構成

○ 本計画区の人工林の樹種別構成は、スギが約５割、ヒノキが約４割。

スギ切り口

ヒノキ切り口

スギ板目

ヒノキ板目

８



標準伐期齢以上 ８０％

スギ・ヒノキの齢級別構成
○ 人工林の齢級構成におけるピークは、スギ 13齢級、ヒノキ 11齢級。

○ 主伐可能な標準伐期齢（スギ 40年、ヒノキ 45年）以上の面積は、全体の80％。

スギのピークヒノキのピーク

※「齢級」は、林齢を5年の幅でまとめた単位。 苗木を植栽した年を1年生として、1～5年生を「1齢級」と数える。

９※「標準伐期齢」は、地域における立木の伐採（主伐）の時期に関する指標



令和２年７月豪雨の状況

○ 令和２年７月４日に、県南９地点で12時間降水量が観測史上１位となる大雨に見舞われ、各地
で甚大な被害が発生。

銚子笠(1,489m）

人吉市

球磨村

五木村

水上村
山江村

湯前町

あさぎり町

錦町

▲

芦北町

球磨川
川
辺
川

八代市

相
良
村

球磨川

多良木町

市房ダム

やつしろし

いつきむら

みずかみむら

ゆのまえまち

ちょう

にしきまち

やまえむら

さ
が
ら
む
らくまむら

ひとよしし

あしきたまち

いちふさ

たらぎまち

▲

八代市坂本地区

芦北町女島地区

球磨村渡地区 人吉市（市街地）

あさぎり町一ノ木谷

湯前町猪鹿倉
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